
佐賀駅南ほこみち活用実験運営業務委託 仕様書 

 

１ 業務名 

  佐賀駅南ほこみち活用実験運営業務委託 

   

２ 業務目的 

県では、佐賀駅周辺及び佐賀駅から SAGA サンライズパークへのアクセス道路について、佐

賀市と連携し、“歩いて楽しいまちづくり”を進めており、その一環として、佐賀県で初めて

佐賀駅南の県道（以下、さが維新テラス）を歩行者利便増進道路(通称：ほこみち)及び利便

増進誘導区域に指定している。このことにより、歩道にテーブルやベンチなどが置きやすく

なるなど、道路の空間が柔軟に活用しやすくなり、歩行者の滞留や沿道の賑わいの創出が期

待される。 

そこで、令和 6 年度から、多様な主体による公共空間の利活用を行うことで、様々なジャ

ンルにおいて、さが維新テラスやさが維新広場における新たな使い方及び利活用の可能性を

発掘し、その中で活用におけるニーズや課題の抽出を行い、継続的に利活用される『さが維

新テラス運営スキーム（以下、運営スキーム）』を構築した。 

本業務は、業務箇所において、令和 7 年度にまでに実施したトライアル活用（R6.9～R8.3）

の課題を踏まえ構築した運営スキームに基づき、多様な利活用（イベントやワークショップ、

屋外展示会等。以下、イベント等）を実施することで、「運営スキームの検証を行うこと」か

つ他業務で『ほこみち運営組織体制の検討』を実施予定としており、これを支援するための

「ほこみち運営組織の担い手を発掘すること」を目的とする。 

 

※運営スキーム：ほこみちの運営、利用に係る規定（用途、区域、利用期間・時間、 

予約方法、利用に係る注意事項 等） 

 

なお、イベント等を実施にあたっては、単に何からの取組みを行えばよいということでは

なく、日常使いとしての『佐賀の新しい風景』として、この場所が人中心の空間に変化し、

人や事業者を惹きつける魅力的な場所となり、中長期的に佐賀駅南エリアの価値が向上して

いくことを目指すという心構えで業務を遂行する必要がある。 

 

３ 業務期間 

  契約締結日から令和 9 年 3月 19 日（金）まで 

 

４ 業務箇所 

  県道佐賀停車場線（さが維新テラス）：佐賀駅から南に約 200m 区間の東側歩道 

  さが維新広場：佐賀市駅前中央 1 丁目 5 

 

 

 

 



５ 業務内容 

（１）公共空間におけるイベント等の実施 

 イベント等を実施することで、業務箇所に歩行者の滞留や沿道の賑わいづくりを行うと

ともに、令和 7年度に策定した運営スキームの検証及びほこみち運営組織の担い手を発掘

する。また、今後の公共空間運用におけるニーズや課題を抽出する。 

イベント等に関する広報、募集、相談にあたっては、昨年度業務のホームページを活用

し、イベント等の企画及び調整にあたっては、運営スキームに基づき実施する。キッチン

カー、テントによる出店や運営スキーム上で認められた行為等（以下、日常使い等）につ

いても同様に対応するものとする。 

 

（ア） 受託者主催によるイベント等の実施 

受託者により企画・運営するイベント等を令和 8年 8 月～令和 9年 3月の間で 2

企画かつ 2日間以上実施する。実施にあたっては、ベンチや電気水道設備等の使

用、沿線住民との合意形成等、活用に関するあらゆる事項のニーズや課題を抽出

し、運営スキームの検証を行うこと。また、受託者だけでなく、他事業者や地元団

体、学生団体、個人プレイヤー等（以下、他事業者等）と連携することとし、ほこ

みち運営組織の担い手を発掘すること。 

 イベント等を実施の際は、県、市、警察署及び沿線関係者と調整のうえ、関係法

令や条例を遵守し実施すること。 

 なお、具体的な実施日時及び内容については、発注者と協議のうえ、決定するも

のとする。また、必要に応じて、同じくほこみちに指定されている佐賀駅北の市道

三溝線、佐賀駅前交流広場及び SAGA サンライズパーク等で実施されるイベントや

行事とも連携を図るものとする。なお、会場内装飾（レンタル家具）を提案し、令

和 8年 8 月～令和 8年 11 月まで設置すること。 

 また、イベント等を実施するにあたり、業務箇所に隣接する佐賀駅前交流広場を

使用する際は、占用料も含めて取り扱いについて、事前に県と協議すること。 

 

（イ） 希望者によるイベント等や日常使い等に関する広報、募集、相談の受付・協議補助 

 希望者によるイベント等や日常使い等による活用を円滑とするため、相談窓口を

設置すること。また、昨年度業務のホームページやさが維新テラスＳＮＳ等を活用

し、イベント等や日常使い等に必要な情報の広報を行い、募集する。 

また、業務期間中に、今後業務箇所が日常づかい・普段づかいされるような希望

者によるイベント等を 5企画以上実現させること。 

相談窓口は令和 8年 6 月より設置し、受託者以外の主体によるイベント等の実施

期間は、令和 8年 6月～令和 9年 3月 12 日とする。なお、上記活用の実施にあた

っては、運営スキームをもとに実施する。 

活用の希望者に対しては、活用にかかる関係機関との協議等の補助等を以下の要

領にて行うものとする。 

 

 



① イベント等や日常使い等の誘致にかかる広報 

県内事業者を中心とし、効果的と考えられる手段により広く周知する。 

② イベント等や日常使い等の相談受付窓口の設置 

イベント等や日常使い等に関する問合せや相談を受付ける相談窓口を設置す

る。相談後の対応については、概ね半日～1日以内に回答できる体制を整える

こと。 

③ イベント等や日常使い等にかかる協議補助 

相談があった場合は、活用者の立場に立った提案や助言を行い、実現に向け

たサポートを行う。 

④ イベント等や日常使い等のヒアリング調査 

運用の参考や課題抽出のため、活用者に対し、感想や要望等のヒアリングを

行い、報告すること。 

 

（ウ） イベント等実施時における県民への広報 

賑わいのあるイベント等とするため、イベント情報を参加者となる県民へ、効 

果的と考えられる手段により周知する。 

 

（エ） イベント等実施時の写真及び動画撮影 

活用時は、適宜、写真や動画による撮影記録を行う。なお、受託者が主体となるイ

ベント等のうち 1 回を対象とし、活用状況を撮影した写真や動画を 2分程度に編集

し、MP4 形式により提出すること。写真や動画は、県の広報用として次年度以降も

使用する予定である。 

 

（２）維持管理の課題抽出 

 賑わいのある空間の構築にあたり、維持管理の課題を抽出するために、以下のとおり、

業務箇所の巡視及び清掃を実施する。頻度については、概ね 2 日に１回程度を想定してい

るが、具体的な頻度及び範囲については、発注者と協議のうえ、決定するものとする。 

  実施期間は、令和 8年 6 月～令和 9年 3月 12 日とする。 

  ・概ね 2 日に 1回程度の徒歩による巡視及び清掃を行う。また、設置されているテーブル

やベンチに汚れが確認された場合は、清掃を行う。(テーブル 3ヶ所：約 7m2、ベンチ 3

ヶ所：80m2) 

  ・施設の破損等を覚知した場合は、速やかに発注者に報告すること。 

  ・清掃により発生したごみは、関係法令に基づき受注者で適切に廃棄を行う。 

 ・今後の運用の参考とするため、管理上の課題や気づき等を定例打合せにて報告する。 

 ・トライアル活用終了後の清掃を行うこと。 

 ・業務箇所に設置しているプランターについて、県で設置している給水栓を使用し、散

水を行う。使用料は県が負担する。 

 

 

 



（３）運営スキームの検証とほこみち運営組織の担い手整理 

令和 7年度業務にて策定した運営スキームの検証を行い、必要に応じて加筆・修正を行う

こと。また、過年度業務及び本業務において、業務箇所のイベント等や日常使い等で活用し

た他事業者等や佐賀駅南の中央通り周辺にて活動する他事業者等を中心に、ほこみち運営組

織の担い手候補者リストを作成すること。 

 

（４）業務打合せ 

本業務にかかる進捗状況や課題等を共有することを目的とし、概ね 2週間に１回の頻度

で定例の打合せを実施することとする。 

 

６ 実施体制 

責任者を明確にし、発注者から照会や問い合わせに速やかに回答できる体制体で臨むこ 

と。外部組織や協力会社等が存在する場合、役割分担、指揮系統等を明確にすること。 

 

７ 業務終了後の提出書類等 

（１）委託業務の実施結果を記載した「業務完了報告書」 1 部 

（２）本業務内で実施したイベント等、日常使い等の記録写真、動画 一式 

 

８ その他 

（１）受注者が本業務委託により新たに制作した制作物の著作権（著作権法第 21 条から第

28 条に定める全ての権利を含む）は、佐賀県に帰属するものとし、佐賀県は、これら

の制作物（写真、イラスト、文章、ホームページ画面、データ等）を無償で自由に二次

利用できるものとする。ただし、媒体者が著作権を保有する編集タイアップや番組タイ

アップなどを除くものとする。 

（２）著作権・肖像権等の処理は受注者が適切に行い、写真等を活用した情報発信の妨げと

ならないよう承諾を得ること。 

（３）制作物の中に第三者が著作権を持つ素材を利用する場合には、それぞれの著作権者と

協議のうえ、利用を行うこととする。二次利用についても同様とする。 

（４）本業務の一部を第三者に再委託する場合には、あらかじめ発注者に対して、再委託す

る業務の内容、再委託先、再委託先に対する管理方法を報告し、承諾を得ること。 

（５）この契約にあたり個人情報を取り扱う場合は、個人情報の重要性を認識し、個人情報

を扱う者の倫理及び良識ある判断に基づき、個人情報の管理を徹底し、個人情報の洩漏

等のないように万全の注意を払わなければならない。また、個人情報の取り扱いには、

県の定める「情報セキュリティポリシー」及び「個人情報保護条例」を遵守すること。 

（６）本業務の実施にあたっては発注者と十分に協議し、発注者の了承を得て行うこと。 

（７）本仕様書に定めのない事項については、県と受託者が協議の上、これを定めることと

する。 


